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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月19日(2011.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カルバミン酸アンモニウムを中間体として生成することを伴う、高圧及び高温で、アン
モニア及び二酸化炭素から尿素を合成する改良された方法であって、一般にストリッパと
称される垂直型の装置において行われる、未転換のカルバミン酸アンモニウムのアンモニ
アでの分解・ストリッピングによる少なくとも１つの分離工程を含む高圧合成セクション
を含み、前記工程が、前記方法に供給される新鮮なＣＯ2の総質量に対して１～１５質量
％の量の１３０～２３０℃に加熱されたＣＯ2流れを前記ストリッパの下部へ供給するこ
とを含み、前記ＣＯ2流れが、不動態化剤を、そのＯ2のモル当量が前記流れのＣＯ2モル
に対して０．０５％～０．８０％となるような量で含有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ストリッパに供給される前記加熱されたＣＯ2流れが、１５０～２１０℃の温度を
有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ストリッパに供給される前記加熱されたＣＯ2流れの量が、前記方法に供給される
前記新鮮なＣＯ2の総質量に対して３～１２質量％である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　反応器に供給される前記ＣＯ2流れが、１００～２００℃、好ましくは１３０～１８５
℃の温度である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記新鮮なＣＯ2が、熱交換中間工程を備えた多段階型圧縮器において圧縮される、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ストリッパの底部に供給される前記ＣＯ2流れが、前記ＣＯ2圧縮器の１つ以上の中
間工程において加熱される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記反応器に供給される前記ＣＯ2流れが、圧縮されたＣＯ2流れと、少なくとも、最高
熱レベルを有する圧縮器の中間工程において加熱されたＣＯ2流れとの適切な割合の混合
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物から成る、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記反応器に送られるＣＯ2の４～１２質量％にあたる前記ストリッパに供給されるＣ
Ｏ2流れが、前記ＣＯ2圧縮器の１つ以上の熱交換中間工程において１６０～２００℃の温
度に加熱される、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　カルバミン酸アンモニウムのアンモニアによる前記分解・ストリッピング工程が、自己
ストリッピング工程である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記不動態化剤が、そのＯ2のモル当量が前記流れのＣＯ2モルに対して０．１０～０．
４０％となるような量で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記不動態化剤が酸化剤である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記酸化剤が、空気、酸素、酸素富化空気、過酸化水素又はこれらの混合物から選択さ
れる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記酸化剤が空気である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかに記載の改良された尿素合成方法を実行するためのプラント
であって、反応器Ｒ１が、ライン１０を通して、「自己ストリッピング」条件下での運転
に適したストリッパＳ１に接続され、次に、前記ストリッパが、その下部において、ライ
ン１１を通して尿素の分離及び精製セクションＰに接続され、その上部において、ライン
１３を通してカルバメートの凝縮器ＣＣ１に接続され、次に、前記凝縮器ＣＣ１が、連続
するライン１４、１７及び１６ａを通して前記反応器Ｒ１に接続され、前記反応器Ｒ１が
また、新鮮な二酸化炭素を供給するためのライン１５ａによって圧縮器Ｃに接続されてい
る合成セクションを備え、前記圧縮器Ｃが、前記プラントに供給される新鮮なＣＯ2の全
てに対して１～１５質量％、好ましくは４～１２質量％のＣＯ2流れを前記ストリッパに
移動させるのに適したライン１５ｂを通して、前記ストリッパＳ１の下部に接続されてい
ることを特徴とするプラント。
【請求項１５】
　自己ストリッピング条件下での運転に適したストリッパを備えた尿素を合成するための
既存のプラントを、前記プラントに供給される新鮮なＣＯ2の総質量に対して１～１５質
量％、好ましくは４～１２質量％のＣＯ2流れを前記ストリッパそれ自体に供給するのに
適した接続ラインをＣＯ2圧縮器と前記ストリッパの下部との間に設置することにより改
良して得られる、請求項１４に記載のプラント。
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